
別紙１

法人名：社会福祉法人　春風会

１．継続事業の前提に関する注記

　該当する事項はない。

２．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法（定額法）
（２）引当金の計上基準
　　　賞与引当金（支給対象期間の４／６を計上）

３．重要な会計方針の変更

平成２５年度より新会計基準による

４．法人で採用する退職給付制度

（１）独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉職員等退職手当共済制度
また独立行政法人勤労者退職共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入
（２）退職給付金の計上については、群馬県社会福祉協議会が実施する県単共済退職手当金事業主
掛金の累計額を計上

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）
（２）事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
（５）収益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
103,488,044 1,175,897 1,175,897 103,488,044

1,020,263,110 24,308,155 61,781,546 982,789,719
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

1,123,751,154 25,484,052 62,957,443 1,086,277,763

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

　該当する事項はない。

８．担保に供している資産

　担保に供されている資産は以下のとおりである。
50,531,970円
281,053,890円
331,585,860円

　担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
114,015,000円
114,015,000円

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

取得価額 減価償却累計額 当期末残高
1,781,385,688 798,595,969 982,789,719

0 0 0
118,453,825 90,169,123 28,284,702

1,828,440 788,771 1,039,669
30,647,500 29,868,625 778,875
117,755,297 94,772,706 22,982,591

7,198,422 7,198,422 0
2,057,269,172 1,021,393,616 1,035,875,556

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

　該当する事項はない。

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　該当する事項はない。
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１２．関連当事者との取引の内容

　該当する事項はない。

１３．重要な偶発債務

　該当する事項はない。

１４．重要な後発事象


